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第６回学長選考会議 議事録 

 

日時 ：平成 29 年 11 月 1 日（水）16:30～18:00 

場所 ：厳橿会館 2 階 研修室 2 

出席者：教審選出委員：林 委員、車谷委員、古家委員 

    経審選出委員：川副委員、澤田委員、松村委員、杉山委員 

    事務局：表野法人企画部長、木村人事課長、太田人事課主査（記録） 

欠席者：教審選出委員：池田委員  

 

【議事】                

１．第 5回学長選考会議の議事録について  

２．被推薦者からの提出書類審査について 

３．学長候補者の公示について 

４．意向調査について 

５．公開講演会について 

６．質問公募について 

７．学長候補者の評価について 

８．今後のスケジュールについて 

９．第 6回学長選考会議の議事録公開について  

１０．その他 

 

【資料】 

資料１  ：第 5 回学長選考会議議事録  

資料２  ：被推薦者からの提出書類 

資料３  ：学長候補者公示文（案） 

資料４  ：意向調査関係通知等（案） 

資料５  ：公開講演会スケジュール（案） 

資料６  ：質問公募文等（案） 

資料７  ：学長候補者評価表（案） 
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【議事内容】 

０．冒頭                                                

・議長から、謝辞と欠席委員の紹介、資料確認。 

・学長選考会議規程第 5条の定足数に基づき、3分の 2以上の出席のため会議の成立を確認。 

 

 

１．第 5回学長選考会議の議事録について                                    

（事務局） 

・議事録の内容を確認し、速やかに公表することを伝える。（資料１） 

 

 

２．被推薦者からの提出書類審査について                                     

（事務局） 

  ・被推薦者３名から提出された資料について説明（資料２） 

  ・書類上に不備はない。 

 

(結論)岸本氏、斎藤氏、細井氏の３名を候補者とする。 

 

 

３．学長候補者の公示について                                    

（事務局） 

    ・先ほどの結論から、３名を候補者として公示したい。（資料３） 

  ・順序は、前回の学長選考と同様、50音順としたい。  

  ・推薦者への面談も行う事ができるが、実施するかどうか判断頂きたい。 

 

（委員意見） 

・推薦者に面談の必要があれば、11／8（水）までに申し出てほしい。 

 

(結論)３名を候補者として公示する。 

 

 

４．意向調査について                                     

（事務局） 

  ・意向調査対象者あての通知文の内容を説明（資料４） 

  ・意向調査結果の取扱いについて、議論頂きたい。 

 

（委員意見） 

  ・意向調査票の取扱いは、提出されたものを見ないと判断できないが、支持する候補者

の名前だけで理由のないもの、特定の候補者を誹謗中傷するものなどは参考にしない。 

  ・意向調査票の取扱いを予め決めるのは難しいのではないか。 
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・意向調査票の提出枚数、意見ごとのまとまりの数は提示できるのではないか。 

  ・議長からの要請文は速やかに発出したい。 

 

（結論）意向調査対象者あての通知文については、11／10までに出す。 

意向調査結果の取扱いについては、内容を見た上で判断する。 

 

 

５．公開講演会について                                    

（事務局） 

  ・集合時間、開始時間、候補者の講演時間、質疑応答時間等、当日のスケジュールにつ

いて説明（資料５） 

   

（委員意見） 

  ・講演順は公平性を担保するため、クジなどが良いのではないか。 

 

（結論）スケジュールについては、事務局案どおりとする。 

    講演順は候補者によるクジで決定する。 

 

 

６．質問公募について                                     

（事務局） 

  ・公募する対象、公募期間、提出方法等について説明（資料６） 

  ・質問内容を候補者に事前通告すべきかどうか議論いただきたい。 

 

（委員意見） 

  ・事前に質問を通告すると、準備しすぎるのもいかがなものか。 

・データや数値で答えるような質問であれば、急に答えられないこともある。 

・一律とせず、質問の内容により判断してはどうか。 

 

（結論）公募する対象、公募期間、提出方法等については、事務局案どおりとする。 

    質問項目の事前通告は、内容により判断する。 

 

 

７．学長候補者の評価について                                   

（事務局） 

  ・選考基準に沿って、①推薦書や所信表明を読んで ②講演を聴いて ③意向調査票を

読んで ④候補者面談を行って といった各段階で評価していただき、最終的に総合

評価をしてもらってはどうか。 

  ・事務局で評価表を作成したが、意見をいただきたい。（資料７）  
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（委員意見） 

・その都度の評価を参考に、総括的に評価する方法が良いのではないか。 

・事務局が作成した評価表は、所信表明や公開講演会の度にどう受け取ったかをそれぞ

れの委員が記録するメモとしての活用でよいと思う。 

・評価表の中に総合評価の欄があれば使いやすいか。 

・各委員が自分のメモを見ながら、12／6の面談をすればよい。 

・意向調査の評価は個別にするよりも、委員が集まって評価する方がよい。 

・12／6の面接後には、各委員の意見を示していただきたい。 

 

（結論）学長候補者の評価は、事務局案の各段階での評価は暫定的なものとし、全体を通し

て総合的に評価する。 

   

 

８．今後のスケジュールについて                                   

（事務局） 

  ・意向調査票は 11/15以降に早急に各委員へ配付する予定。 

・次回の選考会議は、意向調査票の提出者に面談を要する場合は、11／22 に開催し、

面談を要しない場合は、12／6の予定である。 

・意向調査票の内容についての意見交換はメールで対応させていただく。 

   

（委員意見） 

  ・意向調査票の内容についての意見交換は、メール対応だけでなく、集まって議論して

はどうか。 

   

（結論）意向調査票の内容についての意見交換については、12／6以降で日程調整のうえ決

定する。 

 

 

９．第 6回学長選考会議の議事録公開について                                   

（事務局） 

  ・本日の議事録は、速やかに作成し公開する。 

   

 

以上 


